
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年11月12日

【四半期会計期間】 第117期第２四半期（自　平成30年７月１日　至　平成30年９月30日）

【会社名】 株式会社丸運

【英訳名】 MARUWN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　荒木　康次

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小網町７番２号

【電話番号】 03（6861）3411（大代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員　　小菅　睦司

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小網町７番２号

【電話番号】 03（6861）3411（大代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員　　小菅　睦司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

株式会社丸運(E04182)

四半期報告書

 1/23



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第116期

第２四半期連結
累計期間

第117期
第２四半期連結

累計期間
第116期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

自平成30年４月１日
至平成30年９月30日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

営業収益 （百万円） 23,899 24,913 49,842

経常利益 （百万円） 410 531 1,312

親会社株主に帰属する四半期（当期）

純利益
（百万円） 248 333 835

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 491 642 1,196

純資産額 （百万円） 21,042 22,159 21,632

総資産額 （百万円） 37,229 37,239 37,719

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 8.61 11.56 28.93

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 56.3 59.3 57.1

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 241 762 2,049

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △682 △433 △1,177

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △85 △611 △879

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高
（百万円） 1,027 1,262 1,555

 

回次
第116期

第２四半期連結
会計期間

第117期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

自平成30年７月１日
至平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 3.76 5.12

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．営業収益には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（１）経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間のわが国の経済は、６月の大阪府北部地震、７月の西日本豪雨災害、９月の大型台

風および北海道胆振東部地震等の自然災害の影響による下振れ要因はあったものの、雇用情勢の改善と賃金上昇

を背景に個人消費が底堅く推移したこと、また企業の設備投資が世界経済の景況感の回復や国内での省人化・自

動化投資等により増加したこと等を背景に、総じて堅調に推移しました。また海外経済は、米中貿易摩擦の動向

や英国の「合意なきＥＵ離脱」の影響が今後懸念されますが、依然として回復基調にあります。

陸運業界では、西日本豪雨災害で鉄道網が一部寸断されたことで鉄道貨物輸送が減少する等、自然災害による

影響があったものの、適正価格の収受の正当性が認知されてきたことで、価格競争激化による収益性低迷からの

出口が漸く見えつつあります。しかしながら、トラック乗務員の不足など構造的課題は依然として解決の糸口が

見えず厳しい状況が続いております。

このような状況下にあって、当社グループは長期経営ビジョン（毎年継続して2％以上成長）の達成のために、

「丸運イノベーション」の水平展開を図り、引き続き第二次中期経営計画の着実な遂行に勤しみ、企業価値の向

上に努めております。

これらの結果、営業収益は、西日本豪雨災害等の自然災害影響による鉄道コンテナ輸送の減少や流通貨物での

国内野菜等の取扱数量の減少はあったものの、トラック貨物輸送や保管貨物での価格改定と既存顧客との取引の

深耕、潤滑油・化成品輸送での価格改定および既存顧客との取引の深耕、石油輸送での価格改定および国際貨物

での国内主要顧客の堅調な輸出を背景とした輸出取扱量の増加と中国国内貨物輸送の増加等により、前年同期比

4.2％増の249億13百万円となりました。

経常利益は、貨物輸送で鉄道コンテナ輸送が自然災害の影響で減少したことや燃料代の上昇を一部で価格転嫁

できなかったこと、流通貨物での営業収益の減少等減益要因はあったものの、石油輸送、潤滑油・化成品での価

格改定影響や国際貨物での輸出取扱数量の増加等により増益となったことで、経常利益全体では前年同期比

29.6％増の５億31百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比34.2％増の3億

33百万円となりました。

 

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

 

《貨物輸送》

当部門では、既存顧客への営業拡販によるトラック貨物輸送等の伸長および価格改定への取り組みで一定の成

果は得られたものの、西日本豪雨災害等の自然災害の影響で一部鉄道網が長期間不通となったこと等により鉄道

コンテナ輸送の取扱数量が減少したこと、また原油価格上昇にともなう軽油代等燃料代のコスト増分を一部価格

転嫁できなかったこと等から、減収減益となりました。

これらの結果、営業収益は前年同期比1.4％減の117億74百万円、経常利益では前年同期比63百万円減の２億33

百万円となりました。

 

《潤滑油・化成品》

潤滑油部門では、既存顧客との価格改定および取引深耕を主要因として増収増益となりました。また、化成品

部門については、既存顧客との価格改定および新規案件獲得により増収増益となりました。

これらの結果、営業収益は前年同期比10.2％増の26億64百万円、経常利益は前年同期比28百万円増の84百万円

となりました。

 

《流通貨物》

当部門では、昨年度の気候変動による野菜不足の影響で保存性のある国内野菜の保管数量が大幅に減少したこ

と、ならびに輸入野菜の取扱数量の減少により加工業務が減少したことから、減収減益となりました。

これらの結果、営業収益は前年同期比20.7％減の３億37百万円、経常損益は前年同期比40百万円減の26百万円

の経常損失となりました。

当部門では、貨物誘致の営業活動に取り組み、またスーパーマーケットならびにコンビニエンスストア向けセ

ンター前センター業務獲得を目指し神奈川流通センターを増床し、収益向上に努めます。
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《国際貨物》

当部門では、国内事業で海外経済の持続的な成長を背景に電子部品材料の航空貨物輸出取扱数量が大幅に増加

し、また一般消費材等の海上貨物輸入取扱数量も増加しました。なお、９月に発生した台風21号による阪神港被

害に対しては、貨物の取扱を国内の他港湾に振替えることで当第２四半期の業績への影響を限定的なものとする

ことができました。

海外事業では、中国と米国の貿易摩擦の動向が当面の懸念材料ではあるものの、中国国内消費が底堅く推移

し、また海外経済の成長を背景に輸出も堅調であったこと等から、中国各社の貨物取扱数量は大幅に増加しまし

た。

これらの結果、営業収益は前年同期比18.2％増の39億28百万円となり、経常利益は部門全体の収益増加によ

り、前年同期比64百万円増の１億48百万円となりました。

 

《石油輸送》

当部門では、国内石油製品需要の減少ならびに乗務員不足の影響により輸送数量は対前年同期95.8％と減少し

ましたが、主要荷主の価格改定効果により増収増益となりました。

これらの結果、営業収益は前年同期比7.2％増の61億87百万円、経常利益は前年同期比１億87百万円改善の１億

62百万円となりました。

 

（２）財政状態の状況

《資産》

当第２四半期連結会計期間末における総資産は372億39百万円となり、前期末に比べ４億80百万円減少しまし

た。この主な要因は、設備未払金の支払いや納税等による現金及び預金の減少２億81百万、季節差による受取手形

及び営業未収入金の減少５億23百万円、前払費用の増加１億22百万円、減価償却等にともなう有形固定資産の減少

２億25百万円及び保有株式の評価による投資有価証券の増加４億31百万円等によるものであります。

《負債》

当第２四半期連結会計期間末における負債は150億80百万円となり、前期末に比べ10億７百万円減少しました。

この主な要因は、季節差による営業未払金の減少５億75百万円、設備未払金増加にともなう未払金の増加76百万

円、納税による未払法人税等の減少１億50百万円、借入金返済による借入金の減少５億８百万円及び繰延税金負債

の増加１億25百万円等によるものであります。

《純資産》

当第２四半期連結会計期間末における純資産は221億59百万円となり、前期末に比べ５億27百万円増加しまし

た。この主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を３億33百万円計上したことによる増加、配当金の支払

による減少１億15百万円及び有価証券評価差額金の増加２億95百万円によるものであります。この結果、自己資本

比率は前期末の57.1％から59.3％となりました。

 

（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前第２四半期連結会計

期間末に比べ２億34百万円増加し、12億62百万円となりました。

営業活動の結果得られた資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ５億21百万円増加し７億62百万円となりまし

た。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の増加及び売上債権の回収にともなう資金の増加、仕入債務や法

人税等の支払額が増加したことにともなう資金の減少によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ２億48百万円減少し４億33百万円となりまし

た。この主な要因は、前第２四半期連結累計期間において発生した子会社株式の取得による支出が当期においては

ないこと、車両等の固定資産の取得による支出が減少したことによるものであります。

財務活動の結果使用した資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ５億25百万円増加し６億11百万円となりまし

た。この主な要因は、借入れによる収入の減少によるものであります。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間における当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はあ

りません。
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（５）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、燃油の購入費用や車両の維持保全費用等、また販売費及び一般

管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、主に車両や倉庫建設等の設備投資によるものであ

ります。当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としておりま

す。

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につき

ましては、金融機関からの長期借入を基本としております。また、グループの資金効率化を図るため、キャッ

シュ・マネジメントシステムを導入しております。

なお、当第２四半期連結会計期間末における有利子負債（借入金）の残高は38億17百万円となっております。ま

た、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は12億62百万円となっております。

2019年3月期の設備投資額については、31億5百万円を計画しておりますが、現在の自己資本比率は59.3％と厚み

を増しており、その資金の調達にあたっては問題がないと考えております。また、営業強化、業務改革の一環とし

て、2021年3月までに基幹システム（営業系システム）の刷新を行ってまいりますが、その総投資額16億円は、車

両の代替等の投資と合わせて借入で対応していく予定としております。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 56,000,000

計 56,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成30年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成30年11月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 28,965,449 28,965,449
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 28,965,449 28,965,449 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増減
額（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成30年７月１日～

平成30年９月30日
－ 28,965,449 － 3,559 － 3,076
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（５）【大株主の状況】

  平成30年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

ＪＸＴＧホールディングス株式会社 千代田区大手町１丁目１－２ 11,041 38.22

株式会社佐藤企業 新潟市西区坂井砂山１丁目17－36号 5,134 17.77

佐藤　謙一 新潟市西区 1,562 5.40

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 新宿区西新宿１丁目26番１号 921 3.18

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
中央区晴海１丁目８－11 667 2.31

丸運グループ従業員持株会 中央区日本橋小網町７－２ 590 2.04

三井生命保険株式会社

（常任代理人日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社）

千代田区大手町２丁目１－１

（中央区晴海１丁目８－11）
400 1.38

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
港区浜松町２丁目11番３号 366 1.26

ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵ

ＲＩＴＩＥＳ

（常任代理人モルガン・スタンレー

ＭＵＦＧ証券株式会社）

25　ＣＡＢＯＴ　ＳＱＵＡＲＥ，ＣＡＮＡ

ＲＹ　ＷＨＡＲＦ，ＬＯＮＤＯＮ　Ｅ14　

４ＱＡ，Ｕ．Ｋ.

（千代田区大手町１丁目９－７）

351 1.21

株式会社みずほ銀行

（常任代理人資産管理サービス信託

銀行株式会社）

千代田区大手町１丁目５－５

（中央区晴海１丁目８－12）
249 0.86

計 － 21,284 73.68
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　 77,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 28,857,000 288,570 －

単元未満株式 普通株式　　　 30,949 － －

発行済株式総数 28,965,449 － －

総株主の議決権 － 288,570 －

 

 

②【自己株式等】

平成30年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有株式

数（株）
他人名義所有株式

数（株）
所有株式数の合計

（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割

合（％）

株式会社丸運
東京都中央区日本

橋小網町７番２号
77,500 － 77,500 0.26

計 － 77,500 － 77,500 0.26

（注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の数

10個）あります。

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。

 

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

役名 新職名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役
常務執行役員

貨物輸送事業部長
国際貨物事業部長

貨物輸送事業部長
流通貨物事業部長

萩谷　紀之 平成30年８月１日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平

成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、清陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,574 1,293

受取手形及び営業未収入金 ※ 7,153 ※ 6,629

商品及び製品 2 2

原材料及び貯蔵品 44 47

その他 667 765

貸倒引当金 △3 △1

流動資産合計 9,439 8,736

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,103 4,908

土地 17,064 17,056

その他（純額） 2,547 2,525

有形固定資産合計 24,715 24,490

無形固定資産 236 205

投資その他の資産   

投資有価証券 2,564 2,995

その他 897 943

貸倒引当金 △133 △131

投資その他の資産合計 3,327 3,807

固定資産合計 28,280 28,502

資産合計 37,719 37,239

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 3,926 3,351

短期借入金 1,875 1,796

未払法人税等 392 241

賞与引当金 626 633

その他 2,166 2,251

流動負債合計 8,988 8,275

固定負債   

長期借入金 2,449 2,020

再評価に係る繰延税金負債 1,937 1,937

退職給付に係る負債 2,216 2,218

役員退職慰労引当金 51 33

その他 443 595

固定負債合計 7,099 6,805

負債合計 16,087 15,080
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,559 3,559

資本剰余金 3,077 3,077

利益剰余金 11,430 11,654

自己株式 △21 △21

株主資本合計 18,045 18,269

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 906 1,202

土地再評価差額金 2,811 2,811

為替換算調整勘定 △53 △73

退職給付に係る調整累計額 △157 △134

その他の包括利益累計額合計 3,506 3,806

非支配株主持分 79 83

純資産合計 21,632 22,159

負債純資産合計 37,719 37,239
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年９月30日)

営業収益 23,899 24,913

営業原価 22,080 22,905

営業総利益 1,818 2,007

販売費及び一般管理費 ※ 1,464 ※ 1,538

営業利益 354 469

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 33 40

その他 42 43

営業外収益合計 77 86

営業外費用   

支払利息 14 14

その他 6 9

営業外費用合計 21 24

経常利益 410 531

特別利益   

固定資産売却益 24 20

その他 2 1

特別利益合計 26 22

特別損失   

固定資産除売却損 5 0

減損損失 1 7

解約違約金 8 －

訴訟和解金 5 －

特別損失合計 20 8

税金等調整前四半期純利益 416 545

法人税、住民税及び事業税 181 227

法人税等調整額 △17 △20

法人税等合計 164 206

四半期純利益 252 339

非支配株主に帰属する四半期純利益 3 5

親会社株主に帰属する四半期純利益 248 333
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年９月30日)

四半期純利益 252 339

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 205 295

為替換算調整勘定 10 △16

退職給付に係る調整額 24 23

その他の包括利益合計 239 303

四半期包括利益 491 642

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 488 638

非支配株主に係る四半期包括利益 3 4
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 416 545

減価償却費 772 785

減損損失 1 7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 44 63

賞与引当金の増減額（△は減少） △5 8

売上債権の増減額（△は増加） △273 513

仕入債務の増減額（△は減少） △490 △573

その他 23 △274

小計 488 1,076

利息及び配当金の受取額 34 42

利息の支払額 △14 △14

法人税等の支払額 △269 △341

法人税等の還付額 2 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 241 762

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △599 △401

有形及び無形固定資産の売却による収入 20 26

投資有価証券の取得による支出 △3 △4

子会社株式の取得による支出 △110 －

その他の支出 △26 △98

その他の収入 37 44

投資活動によるキャッシュ・フロー △682 △433

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 107 △66

長期借入れによる収入 525 －

長期借入金の返済による支出 △602 △429

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △115 △114

財務活動によるキャッシュ・フロー △85 △611

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △522 △295

現金及び現金同等物の期首残高 1,550 1,555

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）
－ 2

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,027 ※ 1,262
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更）

　連結子会社のうち、決算日が12月31日である丸運国際貨運代理（上海）有限公司及び丸運安科迅物流（常州）

有限公司については、当該連結子会社の当該四半期会計期間に係る四半期財務諸表を基礎として当該期間に対応

する四半期連結財務諸表を作成し、当該四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を

行っておりましたが、四半期連結財務諸表のより適正な開示を図るため、第１四半期連結会計期間より、四半期

連結決算日で本決算に準じた仮決算を行った四半期財務諸表を基礎として連結決算を行う方法に変更しておりま

す。

　これらの変更に伴い、当第２四半期連結累計期間において、平成30年４月１日から平成30年９月30日までの

６ヶ月間を連結しております。

　なお、当該連結子会社の平成30年１月１日から平成30年３月31日までの損益については、利益剰余金の増減と

して調整し、キャッシュ・フローについては「連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額」で

調整しております。

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※ 四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次の

とおりであります。

 

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

受取手形 44百万円 38百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　　至 平成29年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　　至 平成30年９月30日）

給料手当 787百万円 862百万円

賞与引当金繰入額 117 132

退職給付費用 27 32

役員退職慰労引当金繰入額 7 8

貸倒引当金繰入額 0 △1

減価償却費 35 24

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日）

現金及び預金勘定 1,047百万円 1,293百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △19 △30

現金及び現金同等物 1,027 1,262
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月22日

取締役会
普通株式 115 4.0  平成29年３月31日  平成29年６月６日 利益剰余金

 

（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年10月25日

取締役会
普通株式 115 4.0  平成29年９月30日  平成29年12月８日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年５月21日

取締役会
普通株式 115 4.0  平成30年３月31日  平成30年６月５日 利益剰余金

 

（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年11月７日

取締役会
普通株式 115 4.0  平成30年９月30日  平成30年12月７日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

       （単位：百万円）

 貨物輸送
潤滑油・
化成品

流通貨物 国際貨物 石油輸送
その他
の事業

合計
調整額
（注１）

四半期連
結損益計
算書計上
額（注
２）

営業収益          

外部顧客への営業収益 11,936 2,416 425 3,324 5,770 25 23,899 － 23,899

セグメント間の内部

営業収益又は振替高
399 13 0 0 423 275 1,112 △1,112 －

計 12,336 2,430 425 3,325 6,193 301 25,012 △1,112 23,899

セグメント利益

又は損失（△）
297 55 14 83 △25 37 463 △52 410

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△52百万円は、各報告セグメントに帰属していない全社収

益・費用の純額等であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

「貨物輸送事業」及び「その他の事業」において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が下落し

た資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四

半期連結累計期間においては1百万円であります。

（単位：百万円）
 

 貨物輸送
潤滑油・
化成品

流通貨物 国際貨物 石油輸送
その他
の事業

合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上

額

減損損失 0 － － － － 1 1 － 1
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

       （単位：百万円）

 貨物輸送
潤滑油・
化成品

流通貨物 国際貨物 石油輸送
その他
の事業

合計
調整額
（注１）

四半期連
結損益計
算書計上
額（注
２）

営業収益          

外部顧客への営業収益 11,774 2,664 337 3,928 6,187 21 24,913 － 24,913

セグメント間の内部

営業収益又は振替高
418 12 0 － 442 258 1,131 △1,131 －

計 12,192 2,676 337 3,928 6,629 279 26,045 △1,131 24,913

セグメント利益

又は損失（△）
233 84 △26 148 162 5 607 △75 531

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△75百万円は、各報告セグメントに帰属していない全社収

益・費用の純額等であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

「貨物輸送事業」及び「その他の事業」において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が下落し

た資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四

半期連結累計期間においては7百万円であります。

（単位：百万円）
 

 貨物輸送
潤滑油・
化成品

流通貨物 国際貨物 石油輸送
その他
の事業

合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上

額

減損損失 3 － － － － 3 7 － 7
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年９月30日）

１株当たり四半期純利益 8円61銭 11円56銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益

                               （百万円）
248 333

普通株主に帰属しない金額

                               （百万円）
－ －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益                         （百万円）
248 333

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,888 28,888

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

（重要な資産の譲渡）

当社は、平成30年11月７日開催の取締役会において以下のとおり固定資産を譲渡することを決議いたしまし

た。

 

１．譲渡の理由

当社が保有する遊休資産の有効活用を図るため実施するものです。

 

２．譲渡資産の内容

資産の名称 旧城南島リサイクルセンター

所在地 東京都大田区城南島七丁目4番

資産の概要
土地　面積　　　1,732.05㎡

建物　延床面積　1,099.21㎡（2棟）

譲渡益 410百万円（概算額）

現況 遊休資産

（注）譲渡益は譲渡価額から帳簿価額及び譲渡に係る費用等の見込み額を控除した概算額であります。

 

３．譲渡先及び譲渡価額

譲渡先につきましては、譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます。

なお、譲渡先と当社との間には特記すべき人的関係及び取引関係はありませんが、資本関係において譲

渡先が当社の株式を4,000株（議決権割合で0.01％）保有しております。また、譲渡先は当社の関連当事者

には該当いたしません。

 

４．譲渡の日程

譲渡契約締結日　平成30年11月27日（予定）

譲渡引渡日　　　平成30年11月27日（予定）

 

５．損益に与える影響

当該固定資産の譲渡に伴い、平成31年３月期第３四半期決算において固定資産売却益410百万円（概算

額）を特別利益として計上する予定です。
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２【その他】

　平成30年11月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。

（イ）　中間配当による配当金の総額　　 　　　115百万円

（ロ）　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　４円00銭

（ハ）　支払請求の効力発生日及び支払開始日　　平成30年12月７日

 　（注）　平成30年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

   平成30年11月９日

    

株式会社丸運    

取締役会　御中    

    

 清陽監査法人
    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 大河原　恵史　　印

    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 石井　　和人　　印

    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 鈴木　　智喜　　印

 
 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社丸運の

平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平成30年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社丸運及び連結子会社の平成30年９月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社丸運(E04182)

四半期報告書

23/23


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３経営上の重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

